
　

全
国
で
８
万
５
千
頭
以
上
。

令
和
元
年
度
に
犬
と
猫
、
合

わ
せ
て
保
健
所
に
引
き
取
ら

れ
た
数
で
す
。
そ
の
う
ち
約

７
万
頭
、
８
割
以
上
は
所
有

者
が
不
明
。
つ
ま
り
生
ま
れ

て
す
ぐ
に
捨
て
ら
れ
た
り
、

迷
子
に
な
っ
て
収
容
さ
れ
た

ケ
ー
ス
の
犬
や
猫
た
ち
で
す
。

こ
の
時
点
で
治
る
見
込
み
の

な
い
病
気
や
ケ
ガ
、
人
間
に

慣
れ
ず
攻
撃
性
が
あ
る
と
判

断
さ
れ
た
場
合
、
殺
処
分
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
過
去
10

年
の
殺
処
分
数
推
移
を
見
る
と
、
そ
の
数

は
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

２
０
１
３
年
に
改
正
さ
れ
た
動
物
愛
護
法

が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
命
を
終
え

る
ま
で
適
正
に
飼
養
す
る
終
生
飼
養
が
明

示
さ
れ
、「
引
っ
越
す
た
め
」「
ペ
ッ
ト
が

年
老
い
た
か
ら
」「
飽
き
た
」
な
ど
、
身

勝
手
で
無
責
任
な
引
き
取
り
依
頼
は
拒
否

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

家
族
の
一
員
と
し
て
迎
え
、
愛
情
を
注

い
で
育
て
た
犬
や
猫
の
飼
育
を
放
棄
す
る

背
景
の
ひ
と
つ
に
、
安
易
な
購
入
が
あ
り

ま
す
。
子
ど
も
が
欲
し
が
っ
た
り
、
寂
し

さ
を
紛
ら
わ
す
た
め
、
可
愛
い
か
ら
と

飼
っ
て
み
た
ら
想
像
以
上
の
手
間
―
―
。

当
た
り
前
の
話
で
す
が
生
き
て
い
る
以
上

エ
サ
も
食
べ
れ
ば
フ
ン
も
し
ま
す
。
犬
な

ら
朝
晩
の
散
歩
に
、
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た

ら
も
ち
ろ
ん
医
療
費
も
か
か
る
の
で
す
。

年間３万頭以上が殺処分される現状――。
その多くは生まれたばかりの小さな命。

保健所で引き取られる犬や猫は年間８万頭を超えます。その割
合は８割以上が迷子や捨てられたなど「飼い主不明」がほとん
ど。2013年の法改正で終生飼養が明示され、身勝手な理由で
の引き取りは減少していますが、望まれない出産で生まれ遺棄
された猫など、約７万頭が飼い主不明で引き取られています。

８割は飼い主不明
引き取り理由の

依存

自主

16％
84％
引き取られた犬や猫で
飼い主が不明

…やむを得ない理由で飼い主から引き取られる ▶16％

…迷子や捨てられたなど飼い主が不明 ▶84％

犬・猫の引き取り状況の割合（令和元年度）環境省

「名前」を付けたその日から向き合う特 集

命の重みと責任
年間３万頭以上の犬と猫が殺処分される現状から問われる責任を考える

犬や猫に名前を付けた日。それは命の重みと向き合い、最後まで責任を持つ日です。
しかし日本では、年間３万頭以上もの犬や猫が人間の手によって殺処分されてい
ます。大切にすると飼い始め、家族として迎えたはずなのに、いつのまにか人間
の身勝手な理由で放棄された命――。私たちはあらためて向き合う必要があります。

「名前」を付けたその日から向き合う

特集 命の重みと責任
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今
月
か
ら
改
正
動
物
愛
護
法
が
施
行
さ

れ
、
生
後
56
日
以
下
の
子
猫
や
子
犬
の
販

売
が
原
則
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
子
猫
の
場

合
、
生
後
２
か
月
頃
ま
で
固
形
の
エ
サ
を

食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
飼
育
す
る

場
合
は
昼
夜
関
係
な
く
２
時
間
お
き
に
ミ

ル
ク
を
あ
げ
る
必
要
が
あ
り
、
知
識
や
理

解
の
な
い
飼
い
主
は
「
も
う
飼
い
た
く
な

い
」
と
い
う
感
情
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
ま
た
、
生
後
す
ぐ
に
親
か
ら
離
す

こ
と
で
吠
え
癖
な
ど
問
題
行
動
も
増
え
、

遺
棄
さ
れ
る
危
険
性
も
高
く
な
り
ま
す
。

　

１
匹
で
も
収
容
さ
れ
る
犬
や
猫
を
減
ら

し
た
い
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
た
今
回

の
新
基
準
。
飼
っ
て
い
な
い
自
分
に
は
関

係
な
い
話
。果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

１
万
年
以
上
も
人
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し

て
存
在
す
る
犬
と
猫
。
人
間
が
小
さ
な
命

を
奪
う
殺
処
分
は
、
社
会
全
体
が
抱
え
る

大
き
な
問
題
で
す
。
今
月
は
、
私
た
ち
に

問
わ
れ
る
「
責
任
」
を
特
集
し
ま
し
た
。

改
正
動
物
愛
護
法
が
６
月
か
ら
施
行

そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
「
責
任
」

殺処分数は全国的に減少してい
ますが、それでも年間３万頭以
上の犬や猫が殺処分されていま
す。動物愛護法の改正で安易な
引取り依頼を拒否できるように
なったことも減少の要因と考え
られます。県内の殺処分数も同
様に減少していますが、令和元
年度は猫だけでも 948 頭が殺
処分。引取られた猫の７割以上
は生後３か月未満の子猫です。

鹿児島県動物愛護センターでは収容数の減少で譲渡数は減ってい
ますが、「譲渡率」は年々上昇中。譲渡会や講習会、命の授業な
ど啓発活動にも力を入れ、犬は74.7％（404頭）、猫は 34.1％（494
頭）と、新しい飼い主に家族の一員として迎えられています。

生後 56日以下の子犬や子猫の販売
を原則禁止する「８週齢規制」を定
めた、改正動物愛護法が６月１日に
施行されました。ペットショップな
ど販売者にとっては、子犬や子猫の
方が人気が高いため売りやすく、エ
サ代や管理費など飼育コスト面でも
優位。一方、早い段階で親元から離
すとエサを食べなかったり、ほえ癖
やかみ癖がついたりするなど問題行
動も多くなると言われています。今
回の法改正により、飼育
放棄が少しでも
減ることが期待
されます。

改正動物愛護法が施行
今年６月１日から変わりました

全国の殺処分数推移（平成 22 年～令和元年） 

県内での譲渡率は毎年上昇している
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